
○ 目的

○ 事業概要

心身障害児者や母子家庭を対象に、より安心して医療
を受けられるよう医療費の自己負担分の助成を行い、健
康保持・増進と医療費の負担の軽減を図る。

継続

福祉医療費の助成事業

平成２５年度 当初予算主な事業

担当所属名 直通電話番号市民部国保医療課

事業名

予算額
新規・拡充
継続の別

一定以上の障害をお持ちの方(身体障害者手帳1級．2
級または、療育手帳Ａを単独で所持・療育手帳Ｂと身体
障害者手帳3級を併せて所持等)や母子家庭等の母と、
18歳未満の子（18歳到達後の最初の3月31日まで）に
ついて、医療機関等にかかられた場合の医療費（保険適
用分）の自己負担分を助成する。(検診などの保険外診療
は対象となりません。)

認定された方には「福祉医療受給者証（障）」又は「福
祉医療受給者証（母）」を交付する。

0774-64-1374

事業内容

180,255 千円



○ 目的

○ 事業概要

担当所属名 直通電話番号市民部国保医療課

事業名

予算額
新規・拡充
継続の別

一定以上の障害（身体障害者手帳１級、２級又は、療
育手帳Ａを単独で所持・療育手帳Ｂと身体障害者手帳3
級を併せて所持等）をお持ちの方について、医療機関等
にかかられた場合の医療費（保険適用分）の一部負担金
を助成する（検診などの保険外診療は対象となりませ
ん）。

認定された方には「重症老人健康管理事業受給者証」を
交付する。

0774-64-1374

事業内容

56,148 千円

後期高齢者医療保険加入者のうち重度障害を有する方
に医療の自己負担の助成を行い、健康保持・増進と医療
費の負担の軽減を図る。

継続

重度心身障害者老人健康管理助成事業

平成２５年度 当初予算主な事業



○ 目的

○ 事業概要

担当所属名 直通電話番号市民部国保医療課

事業名

予算額
新規・拡充
継続の別

各種医療保険に加入している、６５歳以上７０歳未満
の者で次のいずれかに該当する方に、医療費自己負担３
割のうち２割を助成する。

１ ひとり暮らしの人（府基準の所得制限有り）
２ 満６０歳以上の人だけで構成される世帯の人

（府基準の所得制限有り）
３ 所得税の課せられていない世帯の人

認定された方には「福祉医療受給者証（老）」を交付す
る。

0774-64-1374

事業内容

95,965 千円

各種医療保険に加入している、65歳以上70歳未満の
者で一定の要件をみたす方に、医療費窓口負担3割のう
ち2割の医療の助成を行い、健康保持・増進と医療費の
負担の軽減を図る。

継続

老人医療費助成事業

平成２５年度 当初予算主な事業



○ 目的

○ 事業概要

本市に住所を有する、６５歳以上の市民の健康保持・
増進のため、はり・きゅう・マッサージの施術が受けや
すくする、助成券を交付し、経済的負担の軽減を図る。

継続

高齢者はり、きゅう、マッサージ施術費助成事業

平成２５年度 当初予算主な事業

担当所属名 直通電話番号市民部国保医療課

事業名

予算額
新規・拡充
継続の別

６５歳以上の高齢者の保険対象外の鍼灸・マッサージ
についてチケットを年間１２枚配布する。

チケット１枚につき市が１，０００円 施術所が１，
０００円を助成する。

0774-64-1374

事業内容

6,710 千円



○ 目的

○ 事業概要

担当所属名 直通電話番号市民部国保医療課

事業名

予算額
新規・拡充
継続の別

後期高齢者医療被保険者が所要日数１日以内で外来に
よる人間ドック等を受ける際に、当該人間ドック等に係
る費用の７割相当額を助成する。

0774-64-1374

事業内容

19,178 千円

後期高齢者医療被保険者が所要日数１日以内で外来に
よる人間ドック等を受ける場合、利用券を交付すること
により被保険者の自己負担を軽減し、被保険者の疾病予
防及び早期治療を図るとともに健康管理に対する自覚を
深める。

継続

後期高齢者医療人間ドック等補助事業

平成２５年度 当初予算主な事業



○ 目的

○ 事業概要

三山木福祉会館において各種講座、教室等を開催し、
地域住民相互の交流・促進を図る。

継続

三山木福祉会館各種講座等の開催

平成２５年度 当初予算主な事業

担当所属名 直通電話番号
市民部人権啓発推進課
（三山木福祉会館）

事業名

予算額
新規・拡充
継続の別

パソコン教室 ２４回、料理教室 １２回、
フラワーアレンジメント教室 １２回
気功体操教室 ４９回
男の料理教室 １２回、フラダンス教室 ５１回

0774-62-0571

事業内容

1,626 千円



○ 目的

○ 事業概要

世界平和に向けた市民意識の高揚を図るとともに、国
際理解教育や国際交流の機会づくりなどを通じて、市民
の国際感覚の醸成のため、また外国人が暮らしやすい世
界に開かれたまちづくりを進めます。

継続

国際交流員（ＣＩＲ）事業

平成２５年度 当初予算主な事業

担当所属名 直通電話番号市民部市民参画課

事業名

予算額
新規・拡充
継続の別

国際交流員（ＣＩＲ）を採用し、英国ウィラル市との
絵画交換事業、本市ホームページの英語版の更新、イベ
ント等での通訳（英語）、市民向け英会話教室の講師、
国際理解教育、留学生や外国人住民への支援などの活動
を行います。

0774-64-1314

事業内容

875 千円



○ 目的

○ 事業概要

担当所属名 直通電話番号市民部人権啓発推進課

事業名

予算額
新規・拡充
継続の別

回 数：月２回（第１・第３水曜日）実施
定 員：１回につき６名

（１人３０分。年間１４４名）
開催場所：京田辺市役所
予約申込：0774-62-4343

0774-64-1336

事業内容

1,160 千円

法律的な問題を抱えている市民を対象に弁護士による
助言等を行う。

継続

無料法律相談

平成２５年度 当初予算主な事業


